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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

・当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題ととらえ、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して、経営の透明性を高め

　公正な経営を進めています。

・そのために、「人間重視」の考えの下、健全な企業風土づくりを進めるとともに、経営の監督機能の強化など様々な施策を講じています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則　１－２】　株主総会における権利行使

「補充原則　１-２④」

現在、当社は、株主総会招集通知の英訳は行っておりませんが、株主構成などを勘案し、必要に応じて検討してまいります。

【原則　２－４】　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保

「補充原則　２-４①」

当社はホームページ掲載の決算概要説明や有価証券報告書において開示しております通り、女性の年間採用比率20%以上を目標に掲げ、女性
活躍支援の取り組みを推進しており、これにより女性管理職の比率も高まっていくと考えております。しかしながら、現状の管理職に占める女性や
外国人、中途採用者の割合は十分ではなく、現時点では数値目標を定めるには至っておりません。

【原則　３－１】　情報開示の充実

「補充原則　３－１②」

現在、当社の株主における海外投資家の比率は、相対的に低い状況であります。海外投資家の比率などの動向をみて当社が必要であると判断
した場合は、英訳による情報提供などを検討してまいります。

「補充原則　３－１③」

2021年、当社は製品のライフサイクル全体のCO2削減に向けた取り組みを積極的に推進するため、カーボンニュートラル推進室を新設し、活動を
開始しました。なお、CO2の削減目標については、ホームページに掲載の決算概要説明において開示しております。また、有価証券報告書におい
ては、CO２削減目標だけでなく、気候変動に係るリスクが自社の事業活動に与える影響も開示しております。加えて、人財創出のための採用、職
場環境整備や研修などの各種人事施策についても記載しております。知的財産への投資については、必要に応じて特許を出願するなど、知的財
産の保護に努めております。

【原則　４－２】　取締役会の役割・責務(2)

「補充原則　４－２②」

中長期的な企業価値向上を見据え、また持続可能な視点に立ち、自社のサステナビリティを巡る基本的な方針の策定を検討し有価証券報告書に
おいて、サステナビリティに関する考え方及び取組を開示しております。また、その進捗につきましては、定期的な取締役会でのフォローを検討し
てまいります。

【原則　５－２】　経営戦略や経営計画の策定・公表

2024年5月に長期ビジョン・中期経営計画を公表いたしました。ただし、事業ポートフォリオの見直しや人的資本への投資等については検討を継続
してまいります。

「補充原則　５－２①」

当社グループの事業は、車両用・住宅住設用・ファッション生活資材用の各種合成表皮材の製造・販売であり、現在その見直しなどは予定しており
ません。今後、異なる事業を開発し、当該事業について新たな経営戦略に盛り込む場合には、各事業の戦略策定・経営判断に係る基本方針の開
示を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則　１－４】　政策保有株式

取締役会は毎年、個別の政策保有株式について中長期的な観点から経済合理性や事業戦略、取引関係などを総合的に検証しております。検証
の結果、いずれの銘柄も当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しましたが、昨今の政策保有株式縮減の状況を鑑みて売却することとい
たしました。その時期等につきましては今後検討してまいります。なお、保有している期間においては、当社の利益に資することを前提として、投資
先企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するよう議決権を行使いたします。

【原則　１－７】　関連当事者間の取引

当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規則および取締役会附議基準に基づき、当該取引につき重要な事実を取締役会に上程し、決
議しています。また当社が主要株主等と取引を行う場合にも、取締役会附議基準に基づき、取引の重要性の高いものについて、取締役会に上程



し、決議しています。

【原則　２－６】　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

企業年金の専門性を補完する必要性から、外部の基金資産運用機関による助言を取り入れ、企業年金における専門性を担保する一方で、運用
に携わる人材の専門性を高めています。また、運用面にあたっては、従業員の代表者で構成する代議員会で運用状況のモニタリングを行うなど
の取り組みを実施しております。

【原則　３－１】　情報開示の充実

ⅰ．「経営理念」、「ビジョン」、「行動指針」を当社ホームページに開示しております。単年度の業績予想については、適宜開示を行い、必要に応じ
て修正やその理由についての開示を行っております。また、2024年5月に長期ビジョン・中期経営計画を公表いたしました。

ⅱ．本報告書「Ⅰ１．基本的な考え方」をご参照ください。

ⅲ．取締役の報酬、賞与および退任慰労金は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会で一任を受けた代表取締役が、役員報酬
内規に基づき、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得た上で、他社の支給水準を勘案し、個々の取締役の職務と責任および実績に応じて決
定することにしております。執行役員についても、代表取締役が、執行役員報酬内規に基づき、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得た上で、
当社取締役の支給水準も勘案し、個々の執行役員の職務と責任および実績に応じて決定することにしております。

ⅳ．取締役候補の指名および他の経営陣幹部の任命は、求められる役割と責務を十分に果たせる人物を、各機能と各事業部門をカバーできるバ
ランスを考慮し、適材適所の観点により総合的に検討しています。監査役候補の指名は、財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業
経営に関する多様な視点を有しているか等の観点により総合的に検討しています。これらの選解任・指名については、指名・報酬委員会への諮
問・答申を経た上で取締役会で決議することにしております。

ⅴ．「株主総会招集ご通知」に社外取締役と社外監査役の選任理由、ならびに取締役・監査役各候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職
を記載しております。

【原則　４－１】　取締役会の役割・責務(1)

【補充原則　４－１①】

取締役会、経営会議、業務決裁書などで、意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な附議・報告基準を定め、取
締役会、経営会議の決議または業務決裁書による社長、事業部長もしくはセンター長、各部署長などの決裁により決定しています。また、業務執
行責任者および社内部署長の職務権限、職務分掌などについても、社内規程により明確化しており、組織変更に応じて、常に見直しがなされる仕
組みを構築しています。

【原則　４－９】　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、社外取締役の候補者の選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し、率直かつ建設
的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。

【原則　４－11】　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

「補充原則　４－11①」

当社は現在７名の取締役が就任しており、2023年6月に導入した執行役員制も踏まえ、迅速な意思決定を継続して推進していく規模として適切と
考えております。またその内訳も、各事業の経営や様々な課題に精通しており、社外取締役も含め、知識・経験・能力やグローバルな視点など、バ
ランスのとれた構成をしています。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲し、多様性にも配慮していく予定です。

【原則　４－11】　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

「補充原則　４－11②」　

事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の兼任の状況を開示しております。

「補充原則　４－11③」

原則月１回取締役会を開催し、法令および定款で定められた事項その他経営に関する重要な業務執行の決定を行うとともに取締役の職務の執
行を監督しております。また、毎年1回、期末後に独立社外取締役が外部かつ客観的な視点で、期中一年間を総括して取締役会の実効性を評価・
分析し、その機能の向上を図っております。なお、実効性の評価・分析結果は概ね適切であり、実効性は確保されていると評価を受けました。ただ
し、課題として、会社の事業戦略などの議論を今以上に活発に行うべきとの意見もありました。今回提起された意見を参考に改善を検討し、更なる
実効性の向上に努めてまいります。

【原則　４－14】　取締役・監査役のトレーニング

「補充原則　４－14②」

当社では、取締役・監査役に必要な知識習得と役割と責任の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施しております。また、社
外研修の受講も行っております。さらに知識更新の機会として社外セミナーや社内講習会への参加の機会を積極的に創出しております。

【原則　５－１】　株主との建設的な対話に関する方針

当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示およびＩＲ等の任意開示により、必要十分な情報の適時・適切な開示を行い、
株主との建設的な対話を行えるように努めております。また、マスメディアやホームページを通して情報配信を行い、株主をはじめより多くのステー
クホルダーに必要十分な情報が広く行き届くように努めております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（初回）

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

2024年5月に長期ビジョン・中期経営計画を公表いたしました。詳細は、以下のURLからご覧いただけます。

https://www.kyowale.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/06/8d61c4460c6e68604cc1b7d2600ea4b8.pdf



中長期的な企業価値向上と継続的な株主還元については、中期経営計画の中で開示いたしましたが、株価の底上げを図るため、中期経営計画
にあります配当性向50％に加え、ＤＯＥ3.5％を目途とするよう2025年5月に配当方針を変更いたしました。

https://www.kyowale.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/05/60769f655a42711b8e2c445c3605a474.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社 8,360,232 35.08

豊田通商株式会社 1,554,000 6.52

林テレンプホールディングス株式会社 1,041,000 4.37

ＫＩＳＣＯ株式会社 765,200 3.21

ＵＢＳ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ－ＳＰＥＣＩＡＬ ＣＵＳＴＯＤＹ ＡＣＣＯＵＮＴ ＦＯＲ ＴＨＥ ＥＸＣＬ

ＵＳＩＶＥ ＢＥＮＥＦＩＴ ＯＦ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ
742,100 3.11

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ 550,200 2.31

共和レザー従業員持株会 452,200 1.90

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 434,900 1.82

三木産業株式会社 302,000 1.27

長瀬産業株式会社 301,000 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情



当社は、トヨタ自動車株式会社の持分法適用関連会社であり、同社と資本関係および取引関係を有しておりますが、事業運営につきましては一定
の独立性を確保している旨の「支配株主等に関する事項について」を東京証券取引所に毎年開示しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大井　祐一 他の会社の出身者 △

淺間　一 学者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大井　祐一 ○
・過去に豊田通商株式会社の業務執行者
をしておりました。同社は当社の主要取引
先であります。

・長年にわたる海外事業での豊富な経験と経
営者としての高い見識を有しており、社外から
の視点で当社取締役会を監督いただくため。ま
た、独立役員の要件を満たしており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれがないと判断したた
め、独立役員に指定しております。



淺間　一 ○ ―――

・長年にわたりサービスロボティクスの研究者
および大学教授としての経験により培われた専
門的な知識・経験を有しており、当社の経営戦
略に活かしていただくため。

また、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずる恐れがないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役、執行役員、監査役の指名と取締役、執行役員の報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため

取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

同委員会は社外取締役を議長とし、経営陣・執行から独立させる為、構成員の過半数を社外取締役としております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・監査役は、定期的に会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の共有化を図るとともに、随時、会計監査人との会合を実施してい
ます。

・他の部門から独立する監査室は、監査役が行う業務監査と連携して内部監査を行うとともに、常に有効な監査環境の整備を行っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田畑　隆久 公認会計士 ○

中山　弘揮 他の会社の出身者 ○

山岸　賢吾 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田畑　隆久 ○ ―――

・公認会計士としての豊富な経験・知識などを
当社の監査体制に活かしていただくため。

また、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。

中山　弘揮 　
・豊田通商（株）経営幹部、サプライチェー
ン本部CEOで、同社は主要な取引先であ
り、主要株主であります。

・豊富な海外経験に基づくグローバルな知識を
当社の監査体制に活かしていただくため。

山岸　賢吾 　

・トヨタ自動車(株)ボデー部品調達部第1ボ
デー部品室長で、同社は主要株主であ
り、当社は同社に製品を販売しておりま
す。

・外部の視点による客観性も重視し、広い分野
における高い見識から監査をしていただくた
め。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

役員賞与は、賞与ガイドラインに基づき前年度における連結営業利益増減率に応じて、支給額が変動する仕組みとなっております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書および事業報告において取締役への支払報酬額、退職慰労金、役員賞与金を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

・当社の役員報酬制度は、業績との連動強化および株主の皆様との価値共有を狙いとしております。他社水準などを考慮の上、当社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とし、個々の取締役および監査役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針としております。役員報酬は固定報酬のほか、当期の業績への貢献意識を高め功労に報いるために支払う業績連動報酬であ
る役員賞与と、中長期の活動に対する功労に報いることを目的として支払う退職慰労金があります。各報酬は前年の支給実績を基にそれぞれの
決定方針に従って算出することを基本とし、具体的な割合については都度決定いたします。また、非金銭報酬は支給せず、社外取締役および社
外監査役には退任慰労金を支給いたしません。

・取締役の報酬、賞与および退職慰労金は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が指名・報酬委
員会の答申を得た上で、個々の取締役の職務と責任および実績等を勘案して決定することにいたしております。

・上記基本方針の継続または修正につきましては、独立社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会に取締役会が諮問し、答申を得て決定
いたします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・監査役の業務補助のため監査役付社員を置く。当該社員は監査役を含め社外役員に対して、業務の補助の他事前に取り決めた事項の伝達、
会社とのスケジュール調整など各種のサポート業務を行う。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役は「経営理念」　「行動指針」などを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底し業務を執行しています。

・取締役会、経営会議、各機能会議等、組織を横断した会議体において各取締役間の相互牽制による自己監査機能を働かせた意思決定を行っ
ています。

・コーポレートガバナンス委員会など全社横断的な６つの委員会を通じ業務執行の適正性を確保しています。

・経営環境の変化に対応した機動的な経営体制の構築、事業年度における経営責任の一層の明確化を目的に、取締役任期を1年としています。

・監査役会設置会社として、常勤監査役1名および独立役員1名を含む社外監査役3名の体制をもって、主要な会議に出席し、業務決裁書その他
の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、また必要に応じ取締役または使用人に事業の報告を求める等により、取締役の職務の執行を監査し、
経営監視機能を果たしています。

・監査役と代表取締役とは定期的な情報交換の場を通じ、情報の共有化をはかることにしています。

・監査役は、適宜、会計監査人から監査内容について説明を受け、情報の交換を行っています。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、株主総会をはじめ取締役会、監査役会、会計監査人の法定の機関による経営監視機能を備えるとともに、経営会議、各機能会議およ
びコーポレートガバナンス委員会などの6つの委員会を設置し、組織を横断した会議体による相互牽制や社外監査役を含む各監査役が各種会議
体・委員会へ出席し、客観的評価に基づく発言をすることによりその監督・監視の実効性を高めております。

経営者としての長年の経験やサービスロボティクスの専門的知識・経験を有する社外取締役を２名選任することにより、取締役会による業務執行
に対する監督機能がさらに強化されたと考えております。

また、内部監査、監査役監査、会計監査の各監査がそれぞれの連携のうえ機能していることから、会社の意思決定、業務執行の適法性、有効
性、効率性が十分に担保される体制を整備していると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
例年、より多くの株主にご出席いただけるよう、１週間程度早め、集中日以外の日に株主
総会を開催しています。

その他
議決権行使の円滑化のため、株主名簿管理人が運営する電子投票システムおよび株式
会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームを導入しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
決算情報、商品紹介や最新情報の掲載。

また、株主総会情報として招集通知、決議通知を掲載。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社のＩＲ担当部署はコーポレートセンター総務部です。

その他

2024年5月に長期ビジョン・中期経営計画を公表し、浜松経済記者クラブの記
者のみなさんを対象にした説明会を開催いたしました。詳細は、以下のURLか
らご覧いただけます。

https://www.kyowale.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/06/8d61c4460c6e
68604cc1b7d2600ea4b8.pdf

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、トヨタ自動車㈱のサプライチェーンプログラムを通じてCDP（環境に関する質問書
で企業を評価する国際団体）へ情報開示を行い、ランク評価を受けております。

また、環境への具体的な取り組みの詳細については、以下のURLからご覧いただけます。

https://www.kyowale.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/806a203e9a7ee1c24c4258
6fe1884242.pdf

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーとのより良い関係づくりのために、当社の活動情報を随時および適正に

開示するよう努めています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．内部統制システムについての基本的な考え方

　当社の「内部統制システム」は、「人材育成」と各部門における「業務執行プロセス」の中に、組織を横断した牽制機能・



　チェック機能を組み込むことを基本に構築する。

２．内部統制システムの整備に関する基本方針

（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　1）取締役は「経営理念」　「行動指針」などを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底して業務を執行する。

　　2）取締役会、経営会議、各機能会議など、組織を横断した会議体による全社的に統制の取れた意思決定および相互牽制

　　　を実現する。

　　3）全社横断的な委員会を通じ業務執行の適正性を確保する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　1）情報の保存および管理は、情報管理基準を遵守し適切に行う。

　　2）社外に開示する情報は、情報開示基準により重要情報の網羅性および適正性を確保する。

　　3)取締役の職務執行に関する情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に

　　　保存および管理する。また、取締役および監査役は、必要に応じ情報の記録を閲覧できる。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　1）予算制度、業務決裁基準などにより、資金の流れを中心にして重要案件をチェックする。

　　2）適正な財務報告の確保に取り組むとともに、適時適正な情報開示を行う。

　　3）「危機管理委員会」を全社のリスク管理の統括組織とし、想定されるリスクの洗出しとリスク回避策の審議、決定を行う。

　　4）災害（地震・火災など）発生時および情報セキュリティへの対応について、全社危機管理マニュアルの定期的な見直し、整備および実地訓練

　　　 を実施する。

　　5）リスク発生に備え、コスト平準化を考慮した適切な保険付保を行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　1）3事業部および4センター（コーポレートセンター、経営企画センター、Sobagni事業部、品質マネジメントセンター、R＆Dセンター、

　　　モビリティ事業部、インダストリー事業部)による効率的経営を行う。

　　2）事業部長およびセンター長（現場の最高責任者）である取締役は、「経営」と「業務執行」の両面から常に状況を把握し現場重視の効率的

　　　経営を行う。

　　3）中期経営計画、年度会社方針などにより意思の統一を図る。

　　4）必要に応じて社外の専門家からのアドバイスを受け効率的経営を行う。

（5）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　1）職位（資格）別教育などによりコンプライアンス意識の徹底を図る。

　　2）「業務分掌規程」「職務権限規程」により各組織の役割や責任を明確にして業務を執行する。

　　3）人材育成とともに牽制機能のための人事ローテーションを実施する。

　　4）コンプライアンスに関する相談窓口の周知徹底を図り、法令や定款などに違反する行為の事前防止や情報収集を図る。

（6）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　1）グループ全体で「経営理念」などを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底する。

　　2）兼務役員が、毎月子会社の取締役会などに出席し子会社の業務遂行状況を把握する。

　　3）国内外のグループ会社との定例的な会議などを通じ、グループ各社の状況を把握・管理する。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　　監査役の業務補助のため監査役付社員を置く。

（8）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　　監査役付社員の人事については、取締役と監査役（監査役会）との事前協議による。

（9）監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　　監査役付社員は、その職務にあたっては監査役の指示のみに従うものとする。

（10）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　1）取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。

　　2）取締役および使用人は、定期的または随時監査役に対し業務報告を行う。

（11）取締役および使用人が監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

　　　監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格などの懲戒処分や、配置転換などの

　　　人事上の措置などいかなる不利益な取扱いも行わない。

（12）監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　　監査役の職務の執行について生じる費用などを支弁するため、毎期、一定の予算を設定する。

（13）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　1）常勤監査役は主要な会議に出席し、決裁書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧する。

　　　また、必要に応じ取締役または使用人にその説明を求める。

　　2）監査役と代表取締役とは定期的な情報交換の場を通じ、情報の共有化を図る。

　　3）監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

（1）当社は法令・社会規範などの遵守を徹底し、社会全体に対して、経営の透明性を高め公正な経営を目指す。

（2）よって、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係を完全に遮断する。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

（1）当社は反社会的勢力排除について「取締役倫理規定」、「行動規範」に明確に規定している。役員および社員などは、

　　これらを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底して業務を遂行する。

（2）反社会的勢力による不当要求などに備え、総務部を所管部署とし、対応マニュアルを整備、外部専門機関との

　　定期会合に出席し情報交換をするなど、連携強化を心がけている。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無



買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りです。

【適時開示の方針】

　当社は、「適時開示規則」で定める情報およびそれに準拠した情報ならびに、その他株主・投資家が当社の理解を深める上で有用と判断される
情報を積極的に開示しております。

【適時開示に係る社内体制】

　1.　報告体

　　有価証券報告書などの記載事項は経理部により集約・整理され、その重要性に応じたチェック体制を整備しております。また、各部門などは

　　「適時開示規則」と照合後、経理部および総務部へ報告しております。

　2.　監査体制

　　上記報告体制の運用について、監査役において適性に監査を行っております。

　　また、監査役および監査役会において社内体制の監査を行っております。

　3.　東京証券取引所への適時開示

　　情報管理責任者は、決定事実および決算情報について取締役会承認後、適時開示を行っております。また、発生事実についても発生後

　　適時開示を行っております。


